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再生可能エネルギーの最大限導入のための 
固定価格買取制度の運用見直し等について 

平成２７年２月 
資源エネルギー庁 



１．再生可能エネルギーの現状について 



○ 平成２５年度の発電電力量のうち、再生可能エネルギーが占める割合は約１割。その大半は水
力発電。 

○ 水力を除く再生可能エネルギーの発電量に占める割合は、１．４％(平成２３年度）から、固定価格
買取制度導入後２年間で、２．２％(平成２５年度)に。 

【我が国の発電電力量の構成
（平成２５年度）】 

（出所）電気事業連合会「電源別発電電力量構成比」 
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再生可能エネルギー等の導入状況 
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○ 2009年に500kW未満の太陽光を対象に余剰電力買取制度を開始して以降、大規模水力を除く再生可能エ
ネルギー等による設備容量の年平均伸び率は5％から9%に上昇。 

○ 2012年７月に固定価格買取制度を開始して以降は、2014年３月末時点で既に2955万kWに達するなど、設
備容量は前年度比32%上昇。 

年度 

余剰電力買取制度 
固定価格買取制度 

ＲＰＳ制度 

万ｋＷ 

年平均伸び率5% 

年平均伸び率9% 

【再生可能エネルギー等（大規模水力除く）による設備容量の推移】 

※2013年度の設備容量は2014年3月末までの数字 
（JPEA出荷統計、NEDOの風力発電設備実績統計、包蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、RPS制度・固定価格買取制度認
定実績等より資源エネルギー庁作成） 

前年度比32% 

再生可能エネルギー等（大規模水力除く）による設備容量の推移 
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再生可能エネルギーの導入状況について 再生可能エネルギーの導入状況について 

○ ２０１２年７月の固定価格買取制度開始後、平成26年１０月時点で、新たに運転を開始した設備は、     
約１４１１．３万ｋＷ（制度開始前と比較して約７割増）。 

○ 制度開始後、認定された容量のうち、運転開始済量の割合は約２０%。 

○ 制度開始後の導入量、認定量ともに太陽光が９割以上を占める。 

 ＜２０１４年１０月末時点における再生可能エネルギー発電設備の導入状況＞ 

※  バイオマスは、認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。 
※  各内訳ごとに、四捨五入しているため、合計において一致しない場合があります。 

設備導入量（運転を開始したもの） 
再生可能 
エネルギー 
発電設備 
の種類 

固定価格買取制度導入前 固定価格買取制度導入後 

平成24年６月末までの 
の累積導入量 

平成24年度の導入量 
（７月～３月末） 平成25年度の導入量 平成26年度の導入量 

（４月～１０月末） 

太陽光（住宅） 約４７０万ｋＷ ９６．９万ｋＷ １３０．７万ｋＷ ４４．３万ｋＷ 

太陽光（非住宅） 約９０万ｋＷ ７０．４万ｋＷ ５７３．５万ｋＷ ４６１．７万ｋＷ 

風力 約２６０万ｋＷ ６．３万ｋＷ ４．７万ｋＷ ８．７万ｋＷ 

地熱 約５０万ｋＷ ０．１万ｋＷ ０万ｋＷ ０万ｋＷ 

中小水力 約９６０万ｋＷ ０．２万ｋＷ ０．４万ｋＷ ２．６万ｋＷ 

バイオマス 約２３０万ｋＷ ２．１万ｋＷ ４．５万ｋＷ ４．２万ｋＷ 

合計 約２，０６０万ｋＷ 

１７５．８万ｋＷ ７１３．９万ｋＷ ５２１．６万ｋＷ 

１４１１．３万ｋＷ  
（８３５，９７６件） 

認定容量 

固定価格買取制度導入後 

平成24年7月～ 
   平成26年10月末 

３２６万ｋＷ  

６，５６７万ｋＷ 

１３５万ｋＷ 

１万ｋＷ 

３３万ｋＷ 

１３７万ｋＷ 

 ７，１９９万ｋＷ 
 

（１,４４９,０８３件） 



２．固定価格買取制度について 



○ 本制度は、電力会社に対し、再生可能エネルギー発電事業者から、政府が定めた買取価格・買取期間によ
る電気の供給契約の申込みがあった場合には、応ずるよう義務づけるもの。 

○ 政府による買取価格・買取期間の決定方法、買取義務の対象となる設備の認定、買取費用に関する賦課金
の徴収・調整、電力会社による契約・接続拒否事由などを、併せて規定。 

固定価格買取制度の基本的な仕組み 

          

電力会社 
 
 

費用負担調整機関 
（賦課金の回収・分配を行う機関） 

国が定める期間、 
固定価格で電気を買取り 

再生可能エネルギー 
による電気を売電 電気を供給 

電気料金と合わせて賦
課金（サーチャージ）を
回収 

回収した 
賦課金を納付 

買取費用 
の交付 

・設備を認定 
（安定的かつ効率的に発電可能かどうか
等を国が確認。要件を満たさなくなった場
合には認定取消し。） 

調達価格等算定委員会 

電気をご利用の
皆様 

自宅で発電される方 

国 

再生可能エネルギーに
よる発電を事業として実
施される方 

経済産業大臣 

買取価格・買取期間について意見 

調達価格等算定委員会の意
見を尊重して買取価格・買取
期間を設定（毎年度） 

kWh当たりの賦課金単
価の決定（毎年度） 
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○ 事業用太陽光（10kW以上）については、発電コスト（システム費用、運転維持費用）の低下、稼働率の向上を反映し、
40円/kWh（税抜）から36円/kWh（税抜）、更に平成26年度は32円/kWh（税抜）に引下げ。住宅用太陽光（10kW未満）
については、発電コスト（システム費用、運転維持費用）が低下したため、引下げ。ただし、廃止に伴う補助金の控除
分を再計上した結果、昨年度の38円/kWhから37円/kWhへの引下げ。 

○ 平成25年に実証機の運転が開始され、コストデータの収集が始まったことから、専門家によるコスト評価も踏まえ、洋
上風力について、陸上風力の約1.6倍となる価格で新たに価格区分を設定（36円/kWh（税抜））。また、中小水力につ
いては、老朽化が進む発電設備のみを更新するケースに対応するため、新たに価格区分を設定。 

○ その他の区分については、これまで価格を変更するほどのコスト構造の変化を示すデータが得られていないことから、
据え置いている。 

調達価格のポイント 

【平成26年度の調達価格（税抜）・調達期間】 

太陽光 10kW以上 10kW未満 

調達価格 32円 37円※1 

調達期間 20年間 10年間 

風力 20kW以上 20kW未満 

調達価格 22円 55円 

調達期間 20年間 20年間 

水力(全て新
設設備設置) 

1,000kW以上 
30,000kW未満 

200kW以上 
1,000kW未満 

200kW未満 

調達価格 24円 29円 34円 

調達期間 20年間 20年間 20年間 

地熱 15,000kW以
上 

15,000kW未
満 

調達価格 26円 ４0円 

調達期間 15年間 15年間 

バイオマス 
メタン発酵 
ガス化発電 

未利用木材 
燃焼発電 

一般木材等 
燃焼発電 

廃棄物 
燃焼発電 

リサイクル 
木材燃焼発電 

調達価格 39円 32円 24円 17円 13円 

調達期間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間 

洋上風力 20kW以上 

調達価格 36円 

調達期間 20年間 

水力(既設導水
路活用型)※2 

1,000kW以上 
30,000kW未満 

200kW以上 
1,000kW未満 

200kW未満 

調達価格 14円 21円 25円 

調達期間 20年間 20年間 20年間 

※赤枠以外は、前年度までの価格を据え置き。 

※1ダブル発電の価格は30円/kWh 
※2既に設置している導水路を活用して、電気設備と水圧鉄管を更新するもの 8 



再生可能エネルギー発電設備を設置するまでの一般的な流れ（H27.1時点） 
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接続 
の決定 

設備認定 
（経産大臣による設備の適格性審査） 

接続義務 
（電力会社による接続可能性の審査） 

【接続拒否ができる「正当な理由」】 
 ・一定の出力制御（太陽光：年360時間、風力：年

720時間）に同意しない場合 
 ・送電可能容量を超過することとなる場合 
 ・供給が需要を上回ることとなる場合   等 

経済産業大臣は、発電設備・発電方法が、
認定基準に適合している場合は、認定する。 

電力会社は、「正当な理由」がない限り、 
接続を拒めない。 

（注）太陽光発電の買取価格の決定時期については、 
   平成２７年４月以降、接続契約の締結時に変更予定。 
   （詳細は後述） 

○ 固定価格買取制度で売電を行うためには、発電設備を電力会社の送配電設備に接続することが必要。 
○ 制度上、経済産業大臣の「設備認定」を受けた発電設備については、電力会社に「接続義務」を課している。他方、発電設備

を接続することにより電気の供給が需要を上回ることとなる場合など、法令上の「正当な理由」がある場合は、電力会社は当
該発電設備の送配電設備への接続を拒否することができることとしている。 

○ このため、設備認定を受けても接続できないことがあることに留意。 

買取価格 
の決定
（注） 
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太陽光の導入量と認定量の比較 
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（参考）認定量が全て運転開始した場合（※）の賦課金額 

11 

※１ 賦課金については、認定設備の運転開始時期については考慮せず、認定された設備が即運転開始するという整理で試算。 
※２ 電気の使用量が300kWh/月の場合。 
※３ 減免対象電力量（2014年度見込み値547億kWh）×賦課金減免単価（賦課金単価に賦課金減免率80%を乗じた値） 

11 

表１ 現在運転開始分 全て運転開始した場合 

賦課金額（単年度） ※１ 6500億円 2兆7018億円 

賦課金単価 0.75円/kWh 3.12円/kWh 

月間負担額 ※２ 225円/月 935円/月 

減免措置額（単年度） ※３ 290億円（H26年度予算） 1364億円 

表２ 全て運転開始した場合の再生可能エネルギー電源毎の買取量と賦課金額の内訳 

買取量 賦課金額 ※４ 

太陽光（住宅） 48億kWh 1554億円 

太陽光（非住宅） 755億kWh 2兆2174億円 

風力 65億kWh 782億円 

地熱 1億kWh 34億円 

水力 22億kWh 346億円 

バイオマス・廃棄物 169億kWh 2125億円 
※４ 費用負担調整機関の事務費見込み（2.7億円）は除外 

 認定量が全て運転開始した場合の単年度の賦課金額と減免額、これらの現在との比較は表１のとおりで賦
課金の総額は約２．７兆円となる。また、電源毎の買取量と賦課金額の内訳は表２のとおり。 

 なお、本試算は、認定を受けた設備が全て運転開始した場合の賦課金額等について、機械的に試算を行っ
たものであるが、実際には認定取消し案件や事業断念案件、系統接続等の課題による制約を受ける案件が
存在するため、全てが運転開始することは想定されず、負担等も実際とは異なる。 

 この他にも、系統整備が必要な場合は追加的な費用が発生する。 

（※）認定取消し案件や事業断念案件、系統接続等を考慮せず機械的に試算した場合 

（出典）系統ワーキンググループ第１回資料 
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＜太陽光発電設備に関する報告徴収、聴聞の状況と結果（平成26年8月末時点）＞ 

○ 平成24年度に認定を受けた非住宅用の太陽光発電設備（10kW以上）のうち、運転開始前の400kW以上の設
備に対して行われた報告徴収の結果を踏まえ、場所及び設備が未決定の案件については、平成26年3月から
行政手続法上の聴聞を行い、要件の充足が確認できない場合、順次認定の取消しを行った。 

○ 平成24年度に認定を受けた非住宅用の太陽光発電設備のうち、平成26年8月末時点で、取消し・廃止に至っ
たものは182万kW、今後聴聞が行われるものは270万kW、運転開始済又は認定要件を充足したものは880万
kWとなった。 

○ 経済産業省では、今後聴聞が行われる270万kWについて、場所及び設備の決定状況を確認し、要件が充足
できていないと認められる場合には、順次認定の取消し手続きを進めていく。 

○ 平成25年度の認定案件に対しても、平成26年8月から同様に報告徴収を実施。対象となる案件を確定させ、
順次、聴聞等の認定取消し手続きを実施。 

取消し・廃止 
182万kW 
（647件） 

9.７% 

聴聞予定 
270万kW 
（351件） 

14.5% 

運転開始済・認定要件充足 
880万kW（3,701件） 

47.1% 

報告徴収対象外 
536万kW（127,028件） 

28.7% 

報告徴収対象 
2,821万kW（10,372件） 

63.6% 

【平成24年度】 

【平成25年度】 

報告徴収対象 1,332万kW（4,699件） 71.3% 

非住宅用の太陽光の認定総量 4,436万kW（451,497件） 100% 

報告徴収対象外 
1,615万kW（441,125件） 

36.4% 

非住宅用の太陽光の認定総量 1,868万kW（131,727件） 100% 

太陽光発電設備の認定と運転開始の乖離の問題への対応 



○ 「買取制度運用WG」の検討結果を踏まえ、50kW以上の太陽光発電設備については、その認定に当たり、従来どおり場所
及び設備の確保が相当程度確実と見込まれることに加え、「１８０日以内に場所及び設備を確保できない場合は失効」と
の解除条件を付して、認定を行うこととした（条件の成就は、場所及び設備の確保に係る届出で確認）。 

○ ただし、以下の案件については、例外的に一定期間の延長を認めることとした。 
 電気事業者による連系承諾までに通常よりも長期間を要する案件（90日以上で90日延長、180日以上で180日延長） 
 被災地域であり地権者の確定や除染等に時間を要する案件（180日延長） 

○ なお、解除条件に該当し認定が失効した場合は、系統連系枠を解除するよう接続契約申込書に明記するなど、電力会社
間での対応の統一化を図ることとした。 
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（１８０日（又は延長後の期間）以内に
場所及び設備を確保できなかった場合） 

• 認定の失効 
１８０日 

（被災地域等特殊事情の
場合は、例外的に延長） 

場所及び設備の確保までの期限の設定 

13 
（注）太陽光発電の買取価格の決定時期については、
平成２７年４月以降、接続契約の締結時に変更予定。
（詳細は後述） 



○ 同一の事業地における大規模な太陽光発電設備（例：高圧連系となる50kW以上の設備）を、意図的に小規模設備（例：低圧連

系となる50kW未満の設備）に分割し、複数の連系案件として電力会社との接続協議に臨もうとするケース（いわゆる「分割
案件」）が、市場には存在している。 

○ 分割案件は、①本来適用される安全規制の回避等による社会的不公平、②電力会社の設備維持管理コストの増加
による、事業者間の不公平や電気料金への転嫁の発生、③不必要な電柱、メーター等の設置による社会的な非効
率性の発生等の問題が発生することとなるほか、④今回新たに運用が開始される条件付き認定を回避することにも
なる。 

○ このため、相互に近接するなど実質的に一つの場所と認められる場所において、実質上同一の申請者から、同時期
又は近接した時期に、複数の同一種類の発電設備が申請される場合、認定しないこととした。 

45kW 

45kW 

45kW 

45kW 

45kW 

45kW 

受電設備 

（通常の連系イメージ） （分割での連系イメージ） 

270kW 

発電事業者の 
負担 

電力会社（電力需要家）の負担 

分割案件対応 
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○ 同一の土地を巡る複数事業者によるトラブルが多数発生している。具体的には、土地の共有者間の同意
の確認が難しいケース、地権者が逆に複数の事業者に同意を出してしまうことにより混乱が生じるケース
が代表的なケースとなっている。 

○ こうしたケースに対する詳細な判断基準がなく、現状、当事者同士の合意の形成に委ねていることが、土
地及び設備の確保を遅らせる大きな原因にもなっており、ひいては、系統連系枠の無駄な確保につな
がっているとの批判も少なくない。 

○ このため、以下のとおり、こうした事例に対しても、厳格に対応することとした。 

ア）共有地において、共有者間で争いがあるケース 
【事案例】 土地の共有者の一部から、土地全体の処分権があるかのような同意書が発行されたものの、残り

の共有者全員からの同意が無く、土地全体の処分ができない。 
【対  応】 認定申請時点で、必ず当該土地に係る登記簿謄本を添付させるとともに、当該土地の全ての地

権者の同意を完全に書面で確認することとする。 

イ）地権者が、複数の事業者に同意書を出すケース 
【事案例】 地権者が、複数の事業者に同意書を発行して契約条件を競わせたり、当初同意書を発行した事

業者ではなく、別の事業者に事業を実施させることを意図し、当該事業者に新たに同意書を発行
する。 

【対  応】 認定の審査に当たり、同一の土地に関し、両立しないと認められる複数の権利者の証明書が発
行されていることが確認された場合は、当該申請を行った者は、当該権利者の証明書の発行者か
ら、最終的な意思に基づく同意を一に決定したことを証する文書を入手し、認定に係る経済産業
局に対し文書で提出されるまで、認定の審査を留保する。 

 

共有地を巡る取扱など 
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○ 再生可能エネルギー発電設備により発電した電気を売電するためには、電気事業者の系統に電気的に接続する必要が
ある。そのため固定価格買取制度では、調達価格、調達期間を定めることに加え、電気事業者に系統接続義務を課すこ
とで、投資回収の安定性を高めている。 

○ 系統接続申込の手続については、各社概ね同じ手続きを採用している。また、接続契約の内容に関し、経済産業省がモ
デル契約書を作成し、広く活用されている。 

＜接続義務について＞ 
再エネ特措法では、電力会社に発電事業者からの接続請求に応じる義務を課しており、当該請求を拒否できる正当な理由
を省令に限定列挙している。主な拒否事由は以下のとおり。 

 一定の回避措置を行ってもなお必要な、一定の出力制御（太陽光：年360時間、風力：年720時間）以内の無補償で行われる出力制御に同
意しない場合。 

 当該接続により接続希望地点における送電可能な容量を超える場合。 

 電気事業者が受け入れることが可能な電気の量を超えた電気の供給を受けることとなる場合。 

 
＜接続費用について＞ 
固定価格買取制度では、電気事業者の系統に接続する際に必要となる費用（電源線敷設費用及び系統増強費用）について
、以下の点を考慮して、再エネ事業者の負担（特定負担）としている。 

 系統接続のコストがより低い地域から再エネ電源が導入されるという経済的効率性 

 系統増強を必要としない事業者との公平性 

 
＜接続手続について＞ 
実際の系統接続までの手続については、高圧以上の場合、①事前協議（回答期間約１ヶ月）、②正式な検討申込 （回答期
間約２ヶ月～３ヶ月）を経て、③接続契約の申込（申込順の確定）となる。 

 従来は②正式な検討申込の回答により、接続のための条件が概ね確定していた。しかし、今般一部の太陽光発電等が集中した地域にお
いては、②正式な検討申込と③接続契約の申込の時点において、系統の状況が大きく異なってしまい、接続条件が大幅な変更となってし
まう事例や③接続契約の申込への回答に長期間を要する事例が発生している。 

 また、低圧については、①事前協議、②正式な検討申込が不要であるが、③接続契約の申込に対する回答を得るまでは高圧同様に最終
的な接続条件は決定しない。 

接続義務及び手続き 



３．固定価格買取制度の運用見直し等について 



○ 現在、各電力会社は、再エネ事業者から売電の申込みを受ければ、自社の系統に再生可能エネルギー発電
設備を接続することで、再生可能エネルギー電気を受け入れている。 

○ 電気は常に需要と供給を一致させていなければならず、需要に対して供給が多すぎても、停電の発生など、
電気の安定供給に支障をきたすおそれがある。 

○ 電力会社は、需要に対して供給が多すぎる場合、火力発電の発電量を必要最低限に抑える等により、供給
を絞り込むが、それでもなお電気の供給が需要に対して多くなりすぎると見込まれれば、再生可能エネル
ギーの発電量も抑えることとなる。 

○ しかし、こうした供給の絞り込みの手だてを尽くしても、これ以上再生可能エネルギーを受け入れることが困
難な場合、電力の安定供給を確保するため、各電力会社は再生可能エネルギーの接続ができなくなる。 

再生可能エネルギーの受け入れについて 

需要 

ベースロード（原子力・地熱等） 

火力（LNG・石油等） 

抑制 

設備利用率（年間） 
 太陽光： １３％前後 
     風力： ２０％前後 
 原子力： ７０～８０％程度 
    地熱： ８０％前後 

①火力発電の制御 
抑制 

焚き増し 

【最小需要日（５月の晴天日等）の需給イメージ】 

焚き増し 

②太陽光発電の抑制 

太陽光 

朝 昼 夜 

発電出力 

太陽光発電の抑制を行わなければ、停電が発生 
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○ 太陽光や風力の出力制御が出来ない場合、停電等の事態を避けるため、最も需要が少ない状況を基準とし
て、太陽光等の接続可能量が決まることとなり、出力制御を行う場合と比較して接続可能量が少なくなる。 

○ 他方、低需要期を中心に出力制御を行うことができれば、こうした制約が緩和されるため、より多くの太陽光
等の導入が可能となり、高需要期には出力制御を行わずに発電ができることから、電力量でみれば、より多
くの再生可能エネルギーを導入可能。 
（太陽光等について出力制御が出来ない場合の接続可能量は１１７５．５万kW。他方、改正前ルール（５００kW以上の太陽光等に年間３０日を上
限とした出力制御を行う）下での接続可能量は２３６８．６万kW。） 

○ 制度開始当初から、こうした出力制御と接続可能量の関係性に加え、発電事業者の予測可能性、国民負担
とのバランスを考慮し、５００ｋＷ以上の太陽光等について、電力需給上の理由から出力制御を行う場合は無
補償とした上で、無補償とする日数は電力需給上の特異日として想定された年間３０日を上限とすることを接
続に際しての条件としてきた（「３０日ルール」）。 

○ また、年間３０日までの出力制御を行ってもなお追加的に再生可能エネルギーを受け入れられない場合で
あっても、年間３０日以上の出力制御を条件とすることに合意する場合は、引き続き電力会社に接続義務を
課すことにより、更なる接続を可能としている（指定電気事業者制度）。 

改正前の出力制御ルールの考え方 
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太陽光発電 （参考） 

①改正前ルールに

おける接続可能量 

②承諾済・承諾必要 

案件の申込量 

③全接続申込量 

(11月末) 

④認定量 

（10月末） 

⑤風力発電 

  接続可能量 

北海道電力 １１７万ｋＷ ２５１万ｋＷ※３ ２５１万ｋＷ ２８７万ｋＷ ５６万ｋＷ 

東北電力 ５５２万ｋＷ ５８４万ｋＷ※２ ６１９万ｋＷ １，０７６万ｋＷ ２００万ｋＷ 

四国電力 ２１９万ｋＷ ２１１万ｋＷ ２１９万ｋＷ ２５０万ｋＷ ６０万ｋＷ 

九州電力 ８１７万ｋＷ ８１５万ｋＷ １，３２２万ｋＷ １，７７６万ｋＷ １００万ｋＷ 

沖縄電力 ３５．６万ｋＷ ３１万ｋＷ ３３万ｋＷ ５７万ｋＷ ２．５万ｋＷ 

北陸電力 ７０万ｋＷ※３ ６３万ｋＷ ６３万ｋＷ ９８万ｋＷ ４５万ｋＷ 

中国電力 ５５８万ｋＷ ４２９万ｋＷ ４２９万ｋＷ ５３２万ｌＷ １００万ｋＷ 

合計 ２，３６９万ｋＷ ２，３８４万ｋＷ ２，９３６万ｋＷ ４，０７６万ｋＷ ５６４万ｋＷ 

 ※１： ②、③の申込量には、離島分を含んでいない。 
 ※２： ５８４万ｋＷまで改正前ルールで受け入れる方針。 
 ※３：北海道の数値は、現在の指定事業者制度の対象である500kW以上の太陽光発電案件分を含む。 
 ※４：系統ＷＧ提示の考え方に基づく現行の接続可能量７０万ｋＷに加えて、連系線活用により接続可能量を４０万ｋＷ拡大。 

電力各社の接続可能量、接続申込量の状況について 

 接続保留問題の発生を受けて、昨年１０月以降、系統ワーキンググループにおいて、現時点での設備や改正
前のルールを前提とした電力各社の接続可能量の検証を集中的に実施し、各社の接続可能量が確定。 

 接続可能量は定期的に見直すこととし、将来的に増加した場合は効果的に配分。（配分ルールは別途検討） 
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太陽光等のきめ細かな出力制御システムの導入による接続可能量の拡大 

○ 太陽光発電については、改正前のルール下での接続申込量が接続可能量に達していない電力会社におい
ては、小規模設備も含めて時間単位できめ細かく出力制御を行う新しいシステムに移行することにより、接続
可能量を拡大。（風力発電も同様） 
 出力制御の対象の見直し 
   出力制御可能な電源を小規模設備（５００kW未満）まで拡大する 
   （例：本措置のみの導入により、中国電力の太陽光の接続可能量は１８万kW増加と試算） 

 「日数単位」から「時間単位」への移行 
   出力制御の上限を、日数単位（３０日／年）から時間単位（太陽光３６０時間／年、風力７２０時間／年）とする 
   （例：本措置のみの導入により、中国電力の太陽光の接続可能量が６４万kW増加と試算） 

○ また、接続可能量を超過した場合には、指定電気事業者制度を活用し、出力制御の上限を外して、更に接続
を継続。（今後は、指定電気事業者制度の下でも、小規模設備も含め時間単位で出力制御することにより、抑
制される発電量を必要最小限とする。） 

○ これらの出力制御を実効性あるものとするために必要な対応（制御可能な機器の設置等）もあわせて実施。 
○ なお、小規模案件については、以下の通り一定の配慮を行う。 

 地域毎の系統状況等を踏まえ、電力会社ごとに上記ルールの猶予期間を設定（詳細は次ページ、次々ページ参照）。 
 実際の接続に際しては、１０ｋＷ未満（主に住宅用）の太陽光発電については、将来、必要が生じた場合に機器の設置

等を行うことを約せば、接続できるようにするなど柔軟な制度運用を行う。 
 太陽光発電の出力制御に当たっては、１０ｋＷ以上（主に非住宅用）の制御を先行させ、１０ｋＷ未満（主に住宅用）につ

いては、優先的な取扱いをすることとした上で、１０ｋＷ未満（主に住宅用）の案件に対して出力制御を行わざるを得な
い事態が生じた場合においても、余剰売電を前提としている１０ｋＷ未満（主に住宅用）については、自家消費分を超え
て発電される余剰分を出力制御の対象とする方向で技術的な検討を行う。 

○ さらに、今後、出力制御に関するルールやその遵守状況をチェックする仕組み等の整備や、指定電気事業者
制度における出力制御期間の見込みの公表等を早急に検討。 
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～１０ｋW １０～５０ｋW ５０ｋW～５００ｋW ５００ｋW～ 

東京 
中部 
関西 

出力制御の対象外 出力制御の対象外 
平成２７年４月１日以降に接続
申込みをする案件から３６０時間
ルールを適用。※１  

平成２７年１月２６日以降に接続
申込みをする案件から３６０時
間ルールを適用。※２ 

北陸 
中国 

平成２７年４月１日以降に接続
申込みをする案件から３６０時
間ルールを適用。ただし、接続
可能量超過後に接続申込みを
したと認められる案件からは指
定ルールを適用。※１ ※５ 

平成２７年４月１日以降に接続
申込みをする案件から３６０時間
ルールを適用。ただし、接続可
能量超過後に接続申込みをした
と認められる案件からは指定
ルールを適用。※１ ※５ 

平成２７年１月２６日以降に接続
申込みをする案件から３６０時間
ルールを適用。ただし、接続可
能量超過後に接続申込みをした
と認められる案件からは指定
ルールを適用。※３ ※５ 

平成２７年１月２６日以降に接続
申込みをする案件から３６０時
間ルールを適用。ただし、接続
可能量超過後に接続申込みを
したと認められる案件からは指
定ルールを適用。※２ ※５ 

四国 
沖縄 

平成２７年４月１日以降に接続
申込みをする案件から３６０時
間ルールを適用。ただし、接続
可能量超過後に接続申込みを
したと認められる案件からは指
定ルールを適用。※１ ※５ 

平成２７年１月２６日以降に接続
申込みをする案件から３６０時間
ルールを適用。ただし、接続可
能量超過後に接続申込みをした
と認められる案件からは指定
ルールを適用。※３ ※５ 

平成２７年１月２６日以降に接続
申込みをする案件から３６０時間
ルールを適用。ただし、接続可
能量超過後に接続申込みをした
と認められる案件からは指定
ルールを適用。※３ ※５ 

平成２７年１月２６日以降に接続
申込みをする案件から３６０時
間ルールを適用。ただし、接続
可能量超過後に接続申込みを
したと認められる案件からは指
定ルールを適用。※２ ※５ 

北海道 
東北 
九州 

平成２７年４月１日以降に接続
申込みをする案件から指定
ルールを適用。※１ ※４ ※５ 

接続可能量超過後に接続申込
みをしたと認められる案件から
指定ルールを適用。※４ ※５ 

接続可能量超過後に接続申込
みをしたと認められる案件から
指定ルールを適用。※４ ※５ 

接続可能量超過後に接続申込
みをしたと認められる案件から
指定ルールを適用。※４ ※５ 

（参考）太陽光に対する出力制御ルールの適用関係 

※１ 平成２７年３月３１日までの接続申込み案件は、出力制御の対象外。 
※２ 平成２７年１月２５日までの接続申込み案件は、３０日を上限とした日単位の出力制御（３０日ルール）の対象。ただし、電力会社の系統の状況によっては、１月２５日以前の接続 
   申込み案件であっても、３６０時間ルールの対象となる場合もあるので、詳しくは各電力会社にお問い合わせください。 
※３ 平成２７年１月２５日までの接続申込み案件は、原則出力制御の対象外。ただし、電力会社の系統の状況によっては、１月２５日以前の接続申込み案件であっても、３６０時間 
   ルールの対象となる場合もあるので、詳しくは各電力会社にお問い合わせください。  
※４ 北海道電力、東北電力、九州電力については、既存の接続申込量で接続可能量を超過しており、３６０時間ルールの対象案件が想定されない。 
※５ いつ時点の接続申込み案件から「接続可能量超過後に接続申込みをしたと認められる案件」となるかについては、各電力会社にお問い合わせください。 

○ 接続申込み先の電力会社及び設備の出力に応じ、出力制御のルールの適用関係は下表のとおり。（系統の状況等に応じて、
①３６０時間を上限とした時間単位の出力制御（３６０時間ルール）、又は、②上限を超える出力制御（指定ルール）が適用。）な
お、下表に該当しない案件は改正前ルール（１月２２日現在）がそのまま適用される。 
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地熱、水力、風力等の今後の受入れ方針の明確化 

○ 限られた系統容量（kW）の中、稼働率の低い太陽光発電に偏ることなく、その他の稼働率の高い再生可能エ
ネルギーをバランス良く導入することにより、再生可能エネルギーの発電量（kWh）を増加させることが可能。 

○ このため、今後、太陽光以外の電源については、再生可能エネルギーの最大限導入の観点から、以下の通り
受入れ方針を明確化。 
 ベースロード電源である地熱、水力は、出力制御の対象とせず、接続（原則受け入れ）。 
 出力制御が可能なバイオマスについては、新たな出力制御ルール（※）に移行し、接続。 
 既に接続可能量が設定されている風力は、当該接続可能量までは、新たな出力制御ルールで 、接続。 
  （接続可能量を超過することが見込まれる場合は、出力制御の上限を外して受け入れること（指定電気事業者制度の活用）を検討） 

（※）バイオマスについては、現在、一律に火力発電と同等の出力制御の対象となっているが、出力制御の受容
可能性を踏まえたきめ細かい出力制御ルールを設定。（③→②→①の順に出力制御を実施） 
① 地域型バイオマス発電（メタン発酵ガス発電、一般廃棄物発電、木質バイオマス・農作物残さ発電などであって、地域

賦存する資源を有効活用する発電） 
   ※燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力制御が困難な場合（緊急時を除く）は、出力制御の対象外。 
②バイオマス専焼発電（地域型バイオマス発電に該当するものを除く） 
③化石燃料混焼発電（地域型バイオマス発電に該当するものを除く） 

風力（２０ｋＷ未満） 風力（２０ｋＷ以上） バイオマス 

出力制御の対象外※１ 出力制御の対象※２ ※３  
出力制御の対象※３ 

（地域型バイオマス発電は
一部対象外） 

＜施行日以降に接続申込みを行った案件についての出力制御ルール（全電力会社共通）＞ 

※１ 風力発電について、接続可能量を超過することが見込まれた結果、接続しようとする事業者が風力発電の指定電気事業者に指定された場合 
   は、この限りではない。 
※２ 風力発電について、７２０時間を上限とした時間単位の出力制御になるが、接続可能量を超過することが見込まれた結果、接続しようとする 
   事業者が風力発電の指定電気事業者に指定された場合は、指定ルールへ移行する。 
※３  出力制御対象の場合、電力会社からの求めに応じ、出力の制御を行うために必要な機器の設置、費用負担等が必要。 23 
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（参考）各電源の出力制御に関するルールついて 

 再生可能エネルギーの出力制御の回避措置 
  ・火力発電設備（化石燃料混焼バイオマスを含む）について、安定供給上必要な限度まで出力制御 
  ・揚水式水力発電設備の揚水運転の実施 

 太陽光発電設備（１０ｋW以上） 
  ・30日ルール対象 
  ・360時間ルール対象 
  ・指定電気事業者ルール対象 

 地域型バイオマス発電設備（出力制御が困難なものを除く） 

 風力発電設備 
  ・30日ルール対象 
  ・720時間ルール対象 
  ・指定電気事業者ルール対象（現時点で風力

発電についての指定は行われていない。）  太陽光発電設備（１０ｋW未満） 
  ・360時間ルール対象   
  ・指定電気事業者ルール対象 

 地熱発電設備、水力発電設備 
 改正前のルールが適用となる500ｋW未満の太陽光発電設備、風力発電設備 
 地域型バイオマス発電設備（出力制御が困難な場合。但し、需給調整が困難な緊急時を除く。） 

出
力
制
御
等
の
順
番 

【省令等の規定による出力制御等の順番】 

出力制御の
対象外 

 バイオマス専焼発電設備 

 電気の取引の申込み 



○ 福島復興の柱の一つである再生可能エネルギーの導入について、福島に対する特別な対応を実施 

1．福島県内にある東京電力の送変電設備の活用 
 福島の復興に寄与する再生可能エネルギー発電事業について、東京電力系統に直接送電を可能とするために、東京電
力によって新福島変電所（富岡町）の改修工事を実施するとともに、現在使用していない送電線を活用できるようにする。 
 
 
2．再生可能エネルギー発電設備、送電線や蓄電池等の導入支援 
 平成26年度補正予算案により、下記の支援を措置。  
（1）福島県の避難解除区域等における、発電事業の収益の一部を復興活動に活用する再生可能エネルギー発電事業につ  

いて、発電設備、蓄電池・送電線等の導入を支援。 
   ○補助率：発電設備1／10、蓄電池・送電線等2／3 
     うち福島県内に本社を有する中小企業等は、発電設備1／5、蓄電池・送電線等2／3 
 
（2）福島県全域（上記（1）の地域を除く）における、自治体と連携し地域の復興に寄与する再生可能エネルギー発電事業に

ついて、発電設備、蓄電池・送電線等の導入を支援。 
   ○補助率：発電設備1／10、蓄電池・送電線等1／3 
   ○岩手県及び宮城県の津波浸水地域においても同様に措置 
  
（3）基幹系統に大規模蓄電池を設置して行う、再生可能エネルギーの受入可能量を拡大するための実証を支援。  
  
 
3．避難解除区域等における優先的な接続枠の確保 
 避難解除区域等の復興に寄与する再生可能エネルギー発電事業に対し、蓄電池の活用や接続枠を確保しているにも関
わらず事業開始に向けた取組が進まない案件の解除等により、東北電力の系統への優先的な接続枠の確保を図り、避難
解除区域等のうち特に新福島変電所への接続が困難な地域における再生可能エネルギー発電事業を推進。 

福島に対する特別な対応 
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北海道 東北 北陸 中国 四国 九州 沖縄 

接続可能量拡大量 
（地域間連系線の活用分） 

（接続可能量
に織込済） 

+42 
（20） 

+40 
（30） 

+21 
(20) 

+26 
（15） 

（接続可能量
に織込済） － 

【地域間連系線を利用した場合の太陽光発電の接続可能量の増加分（各社の自主的取組を超える分）】 

○接続可能量の拡大のため、発電事業者が設置する蓄電池の導入や、電力会社が設置する大型蓄電池の実証
事業を支援する。（平成２６年度補正予算案（７４４．０億円）の内数） 

○電力会社単位ではなく、日本全体で最も効率的に再生可能エネルギーを受け入れる観点から、広域的な系統
利用を可能とするシステムを構築するため、地域間連系線の利用ルールや優先給電指令に関するルールを見
直す。 

– 地域間連系線の利用ルールについては、現在、原則、年度を通じて固定している地域間連系線の運用容量を、今後は
３０分毎にきめ細かく算定することや、小売事業者等に加えて発電設備設置者も地域間連系線の利用予約ができるよう
にすること等、平成２７年４月から運用開始できるよう速やかに見直す。 

– 優先給電指令に関するルールについては、電力システム改革における小売全面自由化に合わせて見直すべく、早急に
検討を行う。これらは、上述の広域的運営推進機関が策定する送配電等の業務に関するルールの中で位置づける。 

– また、固定価格買取制度全体の見直しの中で、広域的な再生可能エネルギーの受入れに伴う電力会社間の新たな精
算ルールや、地域内系統及び地域間連系線の強化に必要となる費用の新たな分担方法等の検討を速やかに開始し、
遅くとも来年度中には成案を得る。 

– 加えて、今後のエネルギーミックスの検討と併せ、地域内系統や地域間連系線の増強方針等について検討し、その検討
結果を踏まえ、広域的運営推進機関等の場において、可能な限り速やかにその具体化を図る。 

○エリア全体の接続可能量に余裕があるものの、その接続のために一定の送変電設備の増強が必要となる場合
に、系統接続費用に関する入札募集方式（東京電力が群馬県北部で試行実施中）の導入を行う。 

※上段：太陽光連系可能量増分、下段：連系線活用量 

今後の導入拡大策等 

出典：第８回新エネルギー小委員会 資料１ 

(万kW) 
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固定価格買取制度の設備認定等の運用見直し 

27 

○ 国民負担を抑制しつつ、再生可能エネルギー発電事業の健全かつ円滑な実施を図ることができるよう、以下
の通り、制度の運用を見直す。 

内容 適用時期 

調達価格の決定時期 「接続申込時」から「接続契約時」に変更 
（ただし、電力会社の理由で、接続申込みから２７０日を経過しても契約締結に
至っていない証明があれば、当該期間が経過した時点（接続申込みの翌日から２
７０日後の日）の調達価格を適用） 

平成２７年４月１日から適
用（予定） 

運転開始前の設備の
仕様変更 

「発電出力の増加」、「太陽電池の基本仕様の変更」（※メーカー・種類の

変更、変換効率の低下）を行う場合、変更認定を求め、原則として、変更
認定時の調達価格に変更 

平成２７年２月１５日以降
の変更認定申請から適用 

運転開始後の出力変
更 

「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備として新たに認定し、
その時点の調達価格を適用 
（事業者の選択により、変更認定により既認定部分も含めた設備全体について、
変更認定時の調達価格に変更することも可能） 

平成２７年４月１日以降の
別設備としての認定（又
は変更認定）申請から適
用（予定） 

＜太陽光発電に適用される調達価格の適正化＞ 

内容 適用時期 

接続枠の「空押さえ」
の防止 

電力会社が、接続契約の締結時に接続枠を確定させることとした上で、
接続契約の締結後１か月以内に接続工事費用が入金されない場合
や、契約上の予定日までに運転開始しない場合は、接続枠を解除可
能とする 

平成２７年１月２６日以降
の接続申込みから適用 

立地の円滑化（地域
トラブル防止） 

認定時に関係法令の手続き状況について提出を求め、個々の案件の
詳細情報とともに、地方自治体に提供 

可能な限り速やかに実施 

＜事業の健全かつ円滑な実施＞ 
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（参考）補正予算による支援策 

再生可能エネルギーの接続保留への緊急対応 
平成2６年度補正予算案額  744.0億円 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間団体等 
補助 

事業イメージ 

成果目標 
再生可能エネルギーの系統受入可能量の拡大を図ることで、再
生可能エネルギーの導入量拡大を目指します。 

事業目的・概要 
平成24年7月の固定価格買取制度の開始以降、太陽光発電を
中心に再生可能エネルギー発電設備の接続申込が急速に進んだ
結果、電力各社で、想定していた受入可能量を超過し、又は超
過するおそれのある状況が発生しました。このため、電力各社は、
一定規模以上の系統への接続申込みへの回答を保留することを
公表しました。 

 このため、電力系統の専門家からなる第三者委員会による電力
各社の受入可能量の徹底的な検証及び接続可能量の拡大施
策の検討を踏まえ、固定価格買取制度の運用見直しに加え、 
（１）遠隔で出力制御を可能とする技術の確立 
（２）蓄電池の活用 
（３）原子力災害や津波の被災地における再生可能エネルギー 
     導入を推進するための環境整備                       等 

   受入可能量の拡大方策を緊急的に講ずる必要があります。 

民間団体等 
補助（定額、1/2等） 

（１）遠隔で出力制御を可能とする技術の確立 

 電力会社の中央給電指令所から遠隔で再生可能エネルギー
発電の出力を制御するための技術実証を行う。 

（２）蓄電池の活用 

 再生可能エネルギー発電事業者が太陽光発電等の出力を調
整するための定置用蓄電池の導入を支援する。 
 また、電力会社が基幹系統に大規模蓄電池を設置して行う、
再生可能エネルギーの受入可能量を拡大するための実証を支援
する。 
 
（３）福島等被災地における再エネインフラ整備に対する支援 

 被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の原子力災害や津
波被害を受けた被災地域において、自治体と連携し、再生可能
エネルギー発電設備、送電線等の導入を支援する。 

火力等 

その他（水力・地熱・原子力） 

＜電力の需給カーブ（例）＞ ＜主な対応方策＞ 

出力制御 

蓄電池 

送電網増強 
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（参考）送変電設備増強時における入札募集方式の導入について 

【入札募集方式の内容】 

概要 
・ＨＰで公開し事業者向けに説明会を実施 
・応募により負担金総額が集まった場合に成立、
集まらない場合は不成立 

負担方法 ・応募した複数事業者が分担して全額負担 
・最低入札単価以上の金額を任意に設定 

負担金補
正方法 

メリット ・先行試行例があり、水平展開がしやすい 
・応募容量超過時の優先順位付け方法が明確 

デメリット 
・募集の事前準備や多数の接続検討が集中して行
われること等により、事務手続が遅延する可能性
がある 

【入札募集方式の適用関係】 

 再生可能エネルギー電源の連系を理由として上位系統の
増強が必要となる事案において、 
 
①増強に必要となる費用概算及び特定負担割合が確定し

た上で、 
 
②多数の再生可能エネルギー事業者等が同一地域におい

て連系を希望し、送変電設備の増強が一定規模以上にな
ることが見込まれ、負担金に関する個別 協議が難しいと
判断される場合において、 

 
③工事費負担金の単価（設備容量を問わず、連系予定設備

のｋＷ当たり工事費負担金単価）について、最低落札単
価（例：３０万ｋＷ増強で３０億円必要な場合は、１万円／
ｋＷ）を決めた上で入札募集を実施し、 

 
④所要（○○万ｋＷ）の増強枠に達した場合は、入札負担金

単価の高い順に順位を付け、落札者を決定し、当該落札
者は速やかに各自が申し出た工事費負担金を入金。 

 
⑤負担金総額が所要工事費（実際の工事終了後に確定）を

超過または下回る場合には、入札負担金単価に応じて按
分し超過額または不足額を再エネ事業者に返還または請
求する。 

（万円/kW） 

A B C D E 

入
札
負
担
金
単
価 

最低入札単価 

出典：第７回新エネルギー小委員会 資料３ 

○ エリア全体の接続可能量に余裕があるものの、その接続のために一定の送変電設備の増強が必要となる場
合に、系統接続費用に関する入札募集方式の導入を行う。 
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（参考）立地の円滑化（地域トラブルの防止） 

 法令により開発行為が禁止されているエリアで土地の造成、設備の施工が開始されて初めて立地規制側の
手続きを適切に行っていないことが発覚し、自治体とトラブルに発展するケースが多発。 

 再エネ設備の導入のための土地造成や設備施工等に係る関係法令上の違法行為については、一義的には
それぞれの関係法令の罰則等により適切に対処されるべきであるが、円滑な再エネ事業の実施のためには、
土地造成や設備施工の前に行われる認定段階において、こうした関係法令上の違法行為を行ってはならない
こと、また、認定を受けたからといって事業実施が包括的に許可されたものではないということを確認するとと
もに、関係法令に違反し事業実施が困難となった発電計画に関し、円滑な形で認定を取り消すことが効果的。 

 このため、今後（運用開始日は未定）、太陽光発電等の立地を巡る地域トラブルを防止するため、認定に当た
り、事業実施に必要な関係法令の手続き状況を提出させることとする。 

 その上で、関係法令の手続き状況を含め、認定案件の詳細情報（設置者、設置場所、出力等）について、可
能な範囲で地方自治体に提供することとする。（その後に、関係法令への違反が確定し、認定要件を満たさな
くなった場合には、速やかに認定を取り消す。） 

関係法令の一例 

区分 関係法令の一例（政省令等の下位法令を含む） 

土地利用関係 国土利用計画法、都市計画法、農地法、農振法、森林法、河川法、道路法、文化財保護法、土地収用法、航空法 

環境関係 自然公園法、種の保存法、工場立地法 

建築・消防関係 建築基準法、消防法 

電気事業関係 電気事業法、電気技術基準 

その他 建設リサイクル法 等 

（注１）これらのほか、景観条例等の関係条例がある。 
（注２）これらの関係法令はあくまで一例であり、実際に関係する法令は事業により異なる。 
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沖縄電力の運用変更及び接続状況について

平成２7年２月12日

沖縄電力株式会社
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平成26年12月16日、沖縄本島系統における再生可能エネルギー（以下、再エネ）の接続

可能量に関する算定結果を取り纏め、国の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エ

ネルギー分科会 新エネルギー小委員会(以下、新エネ小委)の下に設置された系統ワーキング

グループ（以下、系統WG） へ報告致しました。

当社算定結果につきましては、新エネ小委ならびに系統WGにおいて中立的な専門家による

接続可能量の検証、接続可能量の拡大方策等が審議されるとともに、再エネ電源の今後の導

入のあり方など、再エネに関する方針についても議論されました。

平成26年12月18日に開催された新エネ小委において、沖縄本島系統における太陽光発電

設備の接続可能量が以下のとおり確定されました。

１．沖縄本島系統における太陽光・風力発電設備の接続可能量について

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved. 3

太陽光発電設備の接続可能量（沖縄本島系統）

太陽光

接続可能量 ３５.６万ｋW

風力

接続可能量 ２.５万ｋW

風力発電設備の接続可能量（沖縄本島系統）

風力発電設備の接続可能量につきましては、平成１８年２月１７日付「当社プレスリリース」

にて以下のとおり公表致しました。

２．省令改正に伴う太陽光発電設備の接続可能量の拡大について

省令改正内容 省令改正に伴う接続可能量の拡大

(１) 出力制御の対象の見直し
出力制御の対象となる電源が、これまでの
500kW以上から小規模設備500kW未満まで拡大
されます。

【接続可能量の拡大について】
省令改正に伴う出力制御対象拡大により、改正後に申込まれる事業者さ
まに年間360時間まで無補償で出力制御して頂くことで、35.6万kWから
5万kW程度の拡大が見込まれます。

【出力制御について】
・省令改正に伴う時間単位でのきめ細かな出力制御を実現するため、事業
者さまにおいて、遠隔出力制御用のパワーコンディショナー（以下、
PCS）等の導入が必要となります。
・しかしながら、遠隔出力制御システムの開発には一定の時間を要するこ
とから、当社においては、当社の求めに応じ、PCSに「固定カレンダー
機能」を具備して頂くことを予め約して頂くことで、接続申込を承諾す
ることとします。
・その場合、省令上の出力制御時間（年間360時間）については、以下に
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(２)「日数単位」から「時間単位」への移行
出力制御の上限が、日数単位（30日／年）から
時間単位（太陽光360時間／年、風力720時間／
年）へ変更されます。

示すように、1ヶ月の連続停止にご承諾頂く必要があります。

∴年間360時間=12時間×30日（約1ヶ月）の連続停止

・なお、将来、遠隔出力制御システムの導入が必要となり、当社が求める
場合には、事業者さまにおいて、必要な設備の設置、費用の負担、その
他必要な措置を講じて頂きます※。

※施行規則 第六条第一項第三号チ「接続請求事業者からの求めに応じ、出力の抑制
を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。」

(３) 指定電気事業者制度の活用
太陽光については年間360時間（風力の場合、年
間720時間）までの出力制御を行ってもなお追加的
に再生可能エネルギーを受け入れられない場合で
あっても、年間360時間（風力の場合、年間720
時間）以上の出力制御を条件とすることに合意する
場合は、更なる接続が可能となります。

・今後、指定電気事業者制度の下で、太陽光については年間360時間を超
えて無補償で出力制御して頂ける場合には、更なる接続が可能となりま
す。



２．省令改正に伴う太陽光発電設備の接続可能量の拡大について

省令改正に伴い出力制御対象が拡大されたことに

【指定電気事業者制度の活用】
年間360時間を超えて出力制御していただける場
合には、更なる接続が可能となります。
なお、出力制御期間の見込み等については可能な
限り速やかに公表致します

【更なる接続可能量の拡大例】
・指定電気事業者制度の下で、
○ヶ月間連続停止していただける場合
⇒接続可能量40万kW程度＋○万kW程度

【太陽光発電の場合の例】

Copyright ©2014 The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

より、改正後に申込まれる事業者さまに年間360時
間（年間30日間の連続停止）まで無補償で出力制
御していただくことで、35.6万kWから5万kW程
度の拡大が見込まれます。

【実際の出力制御時期について】
省令改正後に申込まれる事業者さまについて、実
際の出力制御期間の見通しにつきましては、国の検
討結果を踏まえ、遅くとも年度内にお知らせする予
定です。

5

３．太陽光発電設備の出力制御に必要な機器の設置について

ｏ 遠隔出力制御に必要な遠隔出力制御機能付PCSはメーカー等での新規開発が必要です。
ｏ 開発後には、通信インターフェースやカレンダー情報に基づく出力制御指令、発電（出力

制御）実績記録装置等を具備し、遠隔出力制御システムが運用可能となる見込みです。
ｏ しかしながら、遠隔出力制御機能付PCSの開発にはしばらく時間を要すため、比較的早期

の開発が見込めるものとしては、当初は固定カレンダー制御機能を具備し、PCS単独で出
力制御を行うが、将来的に通信インターフェース等の機能を追加することで通信回線を経
由した遠隔出力制御が可能となるPCS（以下、「新機能PCS」）があります。

ｏ 将来、遠隔出力制御システムの運用が必要となるまでの間、この新機能PCSを設置し、固
定カレンダー機能にて当社が指定する期間について出力制御して頂ける場合、接続できる
ことと致します。（詳細は次項）

PCSイメージ図
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新機能

PCS
固定カレンダー

制御装置

モニター

モニター

通信回線網

現行

PCS

将来、遠隔出力制御システムが
運用可能となるＰＣＳ構成例

接続可能となる新機能PCS構成例現行PCS

新機能

PCS

PCSイメージ図

電力計測ユニット

・通信インターフェース

・カレンダー制御機能

・発電（出力制御）実績記録装置

等を具備



３．太陽光発電設備の出力制御に必要な機器の設置について

「新機能PCS」
(固定カレンダー機能あり)

接続開始

当社が指定する期間※

出力制御開始

遠隔出力制御が必要となった場合
機能追加し遠隔出力制御開始

当社が指定する期間※
「新機能PCS」

(固定カレンダー機能なし)
当社が指定する期限※までに

「新機能PCS」へ

【代替的な方法①】 新機能PCSでの接続（接続当初から「固定カレンダー機能」あり）

【代替的な方法②】 新機能PCSでの接続（接続当初は「固定カレンダー機能」なし）

遠隔出力制御が必要となった場合
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※ 出力制御期間の見通しにつきましては、国の検討結果を踏まえ、遅くとも年度内にお知らせする予定です。
（平成27年1月22日の国の公表資料「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の
一部を改正する省令案と関連告示案に関するパブリックコメントで頂いた御指摘等を踏まえた対応について」より）

当社が指定する期間
出力制御開始

(固定カレンダー機能なし)
接続開始

「新機能PCS」へ
固定カレンダー機能追加

「現行のPCS」
(固定カレンダー機能なし)

接続開始

当社が指定する期限※までに
「新機能PCS」

（固定カレンダー機能あり）
へPCS取替

当社が指定する期間※

出力制御開始
遠隔出力制御が必要となった場合
機能追加し遠隔出力制御開始

【代替的な方法③】 現行PCSでの接続（接続当初は「固定カレンダー機能」なし）

遠隔出力制御が必要となった場合
機能追加し遠隔出力制御開始

４．沖縄本島系統における太陽光・風力発電設備の接続状況について

平成27年1月26日時点

接続可能量 申込量
既接続量（※1）

太陽光

件数 － 2.5万件 2.2万件

容量 35.6万kW 35.4万kW 20.3万kW
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容量 35.6万kW 35.4万kW 20.3万kW

風 力

件数 － 10件 9件

容量 2.5万kW 1.5万kW 1.4万kW

※1：既接続量は平成26年12月末時点の値



[参考] 短周期制約に係る300kW以上の太陽光発電設備の接続可能量について

【短周期制約とは】

電力系統では需要と供給のバランスを図ることで、
◎本土の電力系統

沖縄電力系統に比べ系統規模が大きく、
本土系統（広域連系）

短周期制約に係る300kW以上の太陽光発電の接続可能量について、平成25年12月末時点で接続可能量

5.7万kWを上回る申込がありますので、契約が進み次第、接続量は上限に達すると見込んでおります。

また、接続可能量を超えた場合において300kW以上の太陽光発電の接続をご希望される場合は、蓄電池

等を併設することにより、系統に影響を与えない変化率・変動量まで出力を抑制できるよう検討して頂く

必要があります。
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周波数を常に60Hzに維持する必要があります。需要と
供給のバランスが崩れるとその影響が周波数変動に顕
著に現われるため、太陽光発電の短周期面（周波数
面）について検討を行い、接続可能量を設定しており
ます。

■太陽光発電設備の接続可能量（短周期制約）

接続可能量試算結果 ５.７万kＷ（300kW以上対象）

平成25年12月3日付 「資源エネルギー庁ニュースリリース」、
「当社プレスリリース」にて公表済み

沖縄電力系統に比べ系統規模が大きく、

電力会社間での融通が可能。

5 9 6 16 0

周波数

発電電力
負荷変動

H z

風力発電等による出力変動
により周波数が変動

沖縄系統（単独系統）

発電電力 負荷変動

59 61
60

周波数

Hz

60Hzエリア内における

系統イメージ図

◎沖縄電力系統

小規模・単独系統であるため、太

陽光発電等による出力変動が周波数

変動に与える影響が大きい。

太陽光発電による出力変動
により周波数が変動

発電電力

負荷変動

小規模・単独系統であるため、
太陽光発電による出力変動が
周波数に与える影響が大きい

省令改正前（旧ルール） 省令改正後（新ルール）

旧ルール適用 新ルール適用旧ルール適用

施行日（平成27年1月26日）

承
諾

承
諾

申
込

申
込

申
込

承
諾

[参考]固定価格買取制度の運用見直し等について（概要）

【沖縄本島系統における新・旧ルールの適用について】
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太陽光

風 力

【出力制御ルール】
①出力制御の対象は500kW以上

②年間30日まで無補償での出力制御

③指定電気事業者制度の活用による
接続拡大

【出力制御ルール】
①出力制御の対象を500kW未満まで拡大

②出力制御ルールを日単位から時間単位へ見直し
（太陽光：年間360時間、風力：年間720時間まで
無補償での出力制御）

③指定電気事業者制度の活用による接続拡大

バイオマス ･火力発電と同等の出力制御 ･出力制御ルールの見直し

※ 地熱、水力については、省令改正に伴う出力制御等のルール変更はありません。
※ バイオマスへの新ルールの適用については、資源エネルギー庁ホームページ『よくある質問』をご確認ください。



平成 27 年 1 月 

沖縄電力株式会社 

再生可能エネルギー発電設備の接続に係る手続きの見直しについて 

昨年実施されました総合資源エネルギー調査会の新エネルギー小委員会及び同小委員会系統ワーキン

ググループにおける議論の結果を踏まえた改正後の「 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行規則」 が平成27年1月22日に公布され、同26日に施行されました。  

これを受け、当社におきましても、再生可能エネルギーの固定価格買取制度にかかる受付方法を以下

のとおり変更しております（ 詳しくは別紙フローを参照）。  

 なお、これらの変更は省令改正日の平成27年1月26日以降の契約申込受付分より適用しております。

１．接続申込手続きに係る運用変更について 

①接続検討と契約申込の同時申込について 

    接続検討結果の回答を待たず、契約申込（ 本申込） いただく ことが可能です。 

※平成27年1月26日時点で既に接続検討中であっても、接続検討結果の回答を待たず、契約申込み（ 本申込）

いただくことが可能です。

※これまで同様、接続検討結果の回答を待ってお申込みいただくことも可能です。

②接続枠確保の優先順位について 

    接続枠確保の優先順位につきましては、従来の本申込受付時ではなく 、新たにご用意させてい

ただく 「 系統連系に係る意思表明書」 を当社が受付した時点で決定いたします。 

③調達価格の決定時期について 

    太陽光発電の調達価格につきましては、平成27年3月31日までの間は本申込の受領をもって

決定いたしますが、平成27年4月1日以降は原則として、接続契約の締結時点の価格が適用され

る予定となっております。  

  [見直し前後の比較表] 

H27 .1 .25 以前 H27 .1 .26 以降 

①同時申込 
同時申込不可 

（ 接続検討結果の回答受領後）  

同時申込可 

（ 既に接続検討中でも契約申込可）  

②接続枠確保の優先順位 契約申込受付時に決定 意思表明書受付時に決定 

③調達価格の決定時期 契約申込受付時 
H27.3 .31 まで 契約申込受領時 

H27.4 .1 以降 接続契約締結時（ 予定）  

２．接続契約の解除について 

   「 接続枠空押さえ」 防止の観点から、接続契約の締結に至ったとしても、当社からの「 系統連系

にかかる契約のご案内」 の発送から 1 ヶ月以内に工事費負担金をお支払いいただけない場合や、

連系開始予定日までに運転を開始いただけない場合には、接続契約を解除させていただきます。

以 上 



（別紙） 受給開始までの流れ （見直し前後の比較）

見直し前（平成27年1月25日以前） 見直し後（平成27年1月26日以降）

系統連系希望者 沖縄電力 系統連系希望者 沖縄電力

接続検討申込

接続検討実施

接続検討結果回答

契約申込

接続検討申込受付

工事費負担金の支払

契約申込受付

工事設計・負担金算定

供給承諾書送付

工事費負担金契約締結

工事費負担金の受領

系統連系工事の実施

連系開始

系統連系に係る

意思表明書の提出

工事費負担金の支払

工事設計・負担金算定

工事費負担金の受領

系統連系工事の実施

連系開始

接続検討結果回答受領

②接続枠確保の

優先順位決定

③調達価格の決定

【接続検討のお申込み】

【系統連系のお申込み】

【接続検討・契約の同時申込み】

接続契約の締結後、１ヶ月以内にお支払い頂けない場

合は接続契約を解除させていただきます。

接続検討

申込
契約申込

接続検討結果回答受領 接続検討結果回答

①同時申込
※この間、接続検討結果の回答を待

たず、契約申込が可能です。

（契約申込書類を一旦受領し、意思

表明書の受領後に受付します。）

接続検討実施

接続検討申込受付

接続契約

申込受領

③調達価格の決定

（H27.3.31まで）

特段の理由なく、連系開始予定日までに運転を開始し

ない場合、接続契約を解除させていただきます。

接続契約の締結

（連系承諾・工事費負担金契約締結） ③調達価格の決定

（H27.4.1以降）

意思表明書受付

（契約申込受付）

②接続枠確保の

優先順位決定



再生可能エネルギー固定価格買取制度等
運用改正説明会

【沖縄県の取組について】

平成２７年２月１２日（木）

沖縄県商工労働部産業政策課



１．沖縄県エネルギービジョン・アクションプランについて

 沖縄県は、地形的及び需要規模の制約による構造的不利性を有していることから、エネ
ルギー供給源の大部分を石炭や石油、液化天然ガスなどの化石燃料に依存している。

 平成22年度に、石油依存度の低減、エネルギー源の多様化及びエネルギー自給率向上等
を図るため、「沖縄県エネルギービジョン」を策定した。

 沖縄県における再生可能エネルギー等の導入やエネルギー自給率の向上などについて、
県を始め、市町村、事業者、県民等あらゆる主体が、一体となって積極的にその進展を
図るための基本的な指針とし、目標実現に向けた施策展開をしてきたところである。

 しかし、平成23年3月の東日本大震災以降、国はエネルギー基本計画を白紙からの見直
すとした。また、再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入など、エネルギーを取り
巻く環境が大きく変化してきた。

 国のエネルギー政策の転換を踏まえ、県内有識者で構成する策定委員会を設置し、
平成25年度に新たに「沖縄県エネルギービジョン・アクションプラン」を策定した。

 沖縄県としては、掲げた数値目標（エネルギー自給率、再生可能エネルギー導入率、
省エネルギー普及率）の達成に向けて、各種施策を展開している。

１



２．沖縄県のエネルギー基本目標・数値目標

 沖縄の地域特性に合った新たなエネルギー需給構造（エネルギーミックス）の構築
 災害時でも安心な防災・減災型島しょ社会の構築
 地域自ら恩恵を受け、再生可能エネルギーの地産地消型の地域づくり

（１）基本目標

2012年 2020年 2030年
再生可能エネルギー導入率 0.5% 5% 13.5%
省エネルギー普及率 ▲8% ▲19%
エネルギー自給率 0.5%       7.9% 20.4%

（２）数値目標

２革新的技術による拡大現在実用化技術による拡大

国レベルのエネルギ－

技術開発の普及効果

沖縄県独自の

エネルギー開発

による導入効果

2012年 2020年 2030年

エ
ネ
ル
ギ
ー
目
標
達
成
度

【2030年時の導入目標】

再生可能エネルギー導入率：0.5％

省エネルギー普及率：－（2010基準）

エネルギー自給率：0.5％

【2020年時の導入目標】

【現状】
再生可能エネルギー導入率：5.0％

省エネルギー普及率：－8％（2010基準）

エネルギー自給率：7.9％

再生可能エネルギー導入率：13.5％

省エネルギー普及率：－19％（2010基準）

エネルギー自給率：20.4％



３．アクションプラン（行動計画）の体系

（１）沖縄の地域特性に合った新たなエネルギー需給構造
（エネルギーミックス）の構築

１）省エネルギー対策の抜本的強化

２）再生可能エネルギーの開発・利用

ア 公共施設屋根貸太陽光発電事業 制度の検討 ◎

ア 民生部門の省エネルギー・節電に向けた取組 ◎

イ 高効率省エネルギー機器の普及 ◎

ウ 亜熱帯型省エネルギー住宅（環境共生住宅）の普及 ◎

（２） 災害時でも安心な防災・減災型島しょ社会の構築

１）防災・減災対策の構築

２）エネルギーの地産地消を実現するスマートコミュニティの構築

ア 沖縄型（亜熱帯型・小規模離島型）スマートコミュニティ形成の検討 ◎

イ エネルギーマネジメントシステム(HEMS,BEMS,CEMS)の普及・開発 ◎

ウ 電力系統安定化対策の検討 ◎

エ 需要を効果的に抑制するシステム導入の検討

ア 防災・減災対策としての高効率コージェネレーションの導入促進 ◎

イ 石油・LPガスのバックアップ供給能力の向上とシフトの推進 ◎

ウ 防災拠点施設での自立型再生可能エネルギー設備導入の検討 ◎

（３） 地域自らが恩恵を受け 再生可能エネルギーの地産地消型の地域づくり

掲げた将来像や、数値目標の達成
に向け、具体的な行動計画を定めた。

ア 公共施設屋根貸太陽光発電事業 制度の検討 ◎

イ 大規模な再生可能エネルギー事業の導入検討 ◎

ウ 陸上風力発電（可倒式風車）の普及 ◎

エ 海洋エネルギーの導入・実証

オ 藻類バイオマス利用の検討

カ 沖縄バイオ（バイオエタノール）燃料の普及の検討 ◎

キ 沖縄県版固定価格買取上乗制度の検討

ク 再生可能エネルギー熱利用の検討

ケ 水溶性天然ガスの有効活用への調査・開発支援

コ 消化ガス有効利用の検討

３）ＥＶ等の普及を通じた運輸部門の対策

ア 島しょ地域に適した小型電気自動車普及事業の検討 ◎

イ EVレンタカー・カーシェアリングの普及 ◎

（３） 地域自らが恩恵を受け、再生可能エネルギーの地産地消型の地域づくり

１）地域経済循環の創出

ア ローカルコンテンツの仕組みづくりの検討

イ 市民ファンドなどの仕組みづくりの支援の検討

ウ 地域金融機関による事業評価の体制構築支援の検討

２）再生可能エネルギー産業振興の支援

ア 県内企業の技術力を向上させ、かつ市場拡大が期待できる分野の支援 ◎

イ 再生可能エネルギー関連企業の誘致の検討 ◎

ウ 再生可能エネルギー関連の技術習得の環境整備 ◎

３）地域による再生可能エネルギー事業を進めるための行政支援

ア 沖縄県のモデルとなる取組に対する助成制度の導入

イ 地域自然エネルギー条例制定支援

ウ セミナー・勉強会・シンポジウム等の開催支援

エ 沖縄・ハワイクリーンエネルギー協力推進事業 ３



○亜熱帯型省エネ住宅の実証 ○宮古島市での全島エネルギーマネジメントシステムの実証
○来間島再生可能エネルギー100％自活実証事業
○安部メガソーラー実証研究 ○大宜味風力発電実証研究
○小規模離島における再生可能エネルギー最大導入事業

４．数値目標達成に向けた取組

(1) スマートエネルギーアイランド基盤構築事業

○海洋エネルギー（海洋温度差、波力、潮力）の導入・実証
○水溶性天然ガスの有効活用への調査・開発支援

(2) 未利用資源・エネルギー活用促進事業

(3) 離島地域エネルギー自給高度化支援事業

○沖縄・ハワイクリーンエネルギー協力

(3) 離島地域エネルギー自給高度化支援事業

○バイオエタノール燃料の普及の検討

(4) クリーンエネルギーアイランド推進事業
海洋温度差発電実証

水溶性天然ガス試掘事業バイオエタノール実証事業 沖縄・ハワイクリーンエネルギー協力
４



５．沖縄県の課題と対応

 沖縄本島は系統規模が小さいことに加え、系統線が県外とつながっていない独立系統で
あることから、再生可能エネルギーの接続量に限界が生じやすい地域となっている。

 沖縄電力では、接続可能量の問題により、沖縄本島及び離島（宮古島、石垣島、久米島
等）において、太陽光接続申込に対する接続保留を行っている。

 沖縄県においても、離島の防災拠点施設や県立学校、農業水利施設への太陽光設置や、
バイオマス発電等の再エネ事業に支障が生じている。

（１）課題・問題点

５

 沖縄県では、平成26年8月に経済産業大臣あて、「太陽光発電設備の接続可能量拡大に
ついて」の要請を行い、接続拡大に向けた電力系統への大規模蓄電池の設置や、現状や
対応策について県民に対し丁寧な説明を行うよう求めた。

 全国的な問題になったことから、全国知事会や九州知事会からも同様の要望を行った。

 沖縄県としましては、関係機関（国や電力会社等）と連携し、再生可能エネルギーの接
続保留問題の解決と再エネ普及に向けて、どのような手法があるか検討していく。

（２）沖縄県としての動き
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